
平成22年2月19日 

※本通報に使用している経度、緯度は世界測地系(WGS-84)に基づいています。 
 
第 145項 四国南岸    足摺岬南方(リマ海域及び付近) 射爆撃訓練 
第 146項 紀伊水道南方                 フレア発射訓練 
第 147項 四国南岸    足摺岬南方(リマ海域及び付近) 救難訓練 
第 148項 本州南岸    潮岬東方           救難訓練 
第 149項 本州南岸    新宮港            護岸築造工事 
第 150項 本州南岸    日高港南東方         防波堤補修工事 
第 151項 本州南岸    日高港            水路測量 
第 152項 友ケ島水道南方                救難訓練 
第 153項 大阪湾     深日港北東方         筏設置 
第 154項 阪南港     第３区            灯標設置（予告） 
第 155項 阪神港     堺泉北区、第２区       護岸築造工事 
第 156項 阪神港     堺泉北区、第６区       水路測量 
第 157項 阪神港     大阪区、第６区及び付近    水路測量 
第 158項 阪神港     大阪区、第６区        航泊禁止 
第 159項 阪神港     大阪区、第６区        灯標設置（予告） 
第 160項 阪神港     大阪区、内港航路及び付近   航行制限 
第 161項 阪神港付近                  灯標設置（予告） 
第 162項 阪神港     尼崎西宮芦屋区、第２区    水中障害物存在 
第 163項 阪神港     神戸区、第１区        潜水作業 
第 164項 阪神港     神戸区、第２区        掘下げ作業等 
第 165項 阪神港     神戸区、第４区        潜水作業 
第 166項 阪神港     神戸区、第５区        潜水作業 
第 167項 阪神港     神戸西航路          水中障害物存在 
第 168項 阪神港     神戸区            起重機船作業 
第 169項 淡路島     洲本港            潜水作業 
第 170項 姫路港     飾磨区、第１区        磁気探査作業 
第 171項 淡路島     福良港            護岸改修工事 
第 172項 四国南岸    蒲生田岬付近         浅所存在 
第 173項 四国南岸    須崎港            起重機船作業 
第 174項 四国南岸    宿毛湾港及び付近       掘下げ作業 
第 175項                        ディファレンシャルGPS局一時業務休止 
お知らせ                        いかなご漁について 
お知らせ                        電子海図表示装置(ECDIS)の表示について 
 

※海図の改補（小改正）のお知らせ（海上保安庁水路通報第６号(平成２２年２月１２日発行)掲載分） 
 
今週は、五管区内の小改正通報はありません。 

 
 

 五 管 区 水 路 通 報 第 ７ 号 
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※五管区水路通報に関するお問合せはこちらまで 
   〒６５０-８５５１ 神戸市中央区波止場町１－１ 
   第五管区海上保安本部海洋情報部監理課情報係 
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  ＦＡＸ： ０７８-３３２-６３０７・・・・・最新号（ポーリング受信方式） 
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★２２年１４５項  四国南岸 － 足摺岬南方(リマ海域及び付近)  射爆撃訓練 
 
 
 自衛隊航空機による空対空射撃及び空対水射爆撃訓練が実施される。 
 期 間  平成22年3月1日～31日（土曜、日曜及び祝日を除く） 
       区域１ 0600～1800 
          区域２ 0700～1900 
 区域１  下記8地点により囲まれる区域 
                   (1)  32-09-13N  132-59-51E 
                   (2)  31-48-13N  132-59-51E 
                   (3)  32-02-13N  133-29-51E 
                   (4)  31-42-13N  133-29-51E 
                   (5)  31-04-13N  132-07-51E 
                   (6)  31-25-13N  132-07-51E 
                   (7)  31-38-13N  132-37-51E 
                   (8)  32-01-43N  132-37-51E 
 区域２  下記5地点により囲まれる区域 
                   (1)  32-03-13N  132-37-51E 
                   (2)  31-38-13N  132-37-51E 
                   (3)  31-25-13N  132-07-51E 
                   (4)  31-30-43N  132-09-21E 
                   (5)  32-00-13N  132-34-51E 
 海 図  Ｗ１５７ 
 出 所  防衛省 
 

 

★２２年１４６項  紀伊水道南方  フレア発射訓練 
 
 
 蒲生田岬南方において、自衛隊航空機によるフレア発射訓練が実施される。 
 期 間  平成22年3月9日（予備日10日）0800～1700 
 区 域  33-30-12N  134-49-50Eを中心とする半径5海里の円内海域 
 備 考  発射訓練は、射撃海面上に船舶・航空機が存在しないことを確認しながら実施される 
 海 図  Ｗ７７(ＪＰ共) 
 出 所  防衛省海上幕僚監部 
 

 

★２２年１４７項  四国南岸 － 足摺岬南方(リマ海域及び付近)  救難訓練 
 
 
 自衛隊航空機による救難訓練が実施される。 
 期 間   平成22年3月1日～31日（土曜、日曜及び祝日を除く）0800～2100 
 区 域   下記6地点により囲まれる区域 
                   (1)  32-35-50N  134-00-00E 
                   (2)  31-52-55N  134-00-00E 
                   (3)  30-48-13N  132-22-51E 
                   (4)  31-04-13N  132-07-51E 
                   (5)  31-23-13N  132-07-51E 
                   (6)  32-09-13N  132-53-51E 



 備 考   照明筒吊光、信号筒、信号発煙照明筒、目標弾及びフレアが使用される 
 海 図   Ｗ１５７ 
 出 所   航空自衛隊新田原救難隊 
 

 

★２２年１４８項  本州南岸 － 潮岬東方  救難訓練 
 
 
 自衛隊航空機による救難訓練が実施される。 
 期 間   平成22年3月1日～31日（土曜、日曜及び祝日を除く）0800～2100 
 区 域   下記6地点により囲まれる海域 
                   (1)  34-38-12N  137-29-49E 
                   (2)  34-38-12N  137-59-49E 
                   (3)  34-25-12N  138-29-49E 
                   (4)  32-40-13N  138-29-49E 
                   (5)  32-40-13N  136-09-50E 
                   (6)  33-47-12N  136-09-50E 
 備 考   キャンドルライト、スモークライト、マリンマーカー及びシーマーカーが使用される 
 海 図   Ｗ６１Ｂ 
 出 所   航空自衛隊浜松救難隊 
 

 

★２２年１４９項  本州南岸 － 新宮港  護岸築造工事 
 
 
 三輪崎漁港において、潜水士・起重機船等による護岸築造工事が実施されている。 
 期 間  平成22年3月17日まで 日出～日没 
 区 域  33-41-00N  135-59-27E 付近 
 海 図  Ｗ４６(分図「新宮港及付近」) 
 出 所  串本海上保安署 
 

 

★２２年１５０項  本州南岸 － 日高港南東方  防波堤補修工事 
 
 
 上野漁港において、潜水士・グラブ船等による防波堤補修工事が実施されている。 
 期 間  平成22年6月30日まで 日出～日没 
 区 域  33-49-34N  135-10-58E 付近  



 備 考  作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ７７(ＪＰ共) 
 出 所  田辺海上保安部 
 

 

★２２年１５１項  本州南岸 － 日高港  水路測量 
 
 
 関西電力御坊発電所北方において、水路測量が実施される。 
 期 間  平成22年2月22日～平成22年3月5日のうち2日間 
 区 域  33-51-54N  135-08-54E 付近 
 備 考  作業船は白紅白の燕尾旗を掲揚 
 海 図  Ｗ７７(分図「日高港」、ＪＰ共) 
 出 所  五本部海洋情報部 
 

 

★２２年１５２項  友ケ島水道南方  救難訓練 
 
 
 巡視船及び航空機による救難訓練が実施される。 
 期 間  平成22年2月20日 1140～1340 
 区 域  34-11.1N 135-01.4Eを中心とする半径5海里の円内海域（和歌山下津港内を除く） 
 備 考  巡視船は「ＵＹ」旗を掲揚 
 海 図  Ｗ１１４３－Ｗ１５０Ｃ（ＪＰ共） 
 出 所  高知海上保安部 
 

 

★２２年１５３項  大阪湾 － 深日港北東方  筏設置 
 
 
 淡輪港西方において、筏（大きさ：約5m四方）が設置されている。 
 期 間  当分の間 
 位 置  34-20-05.4N  135-09-28.8E  
 備 考  船底塗料の試験が実施されている 
      筏明示用の黄色標識灯が設置されている 
 海 図  Ｗ１３９８ 
 出 所  関西空港海上保安航空基地 
 



 

★２２年１５４項  阪南港 － 第３区  灯標設置（予告） 
 
 
 五管区水路通報22年5号110項関連 
 二色南町北西方において、灯標が設置される。 
 予定日    平成22年3月3日（荒天順延） 
 名 称    阪南港水質定点自動観測灯標 
 位 置    34-27-38N  135-19-35E 
 塗色及び構造 黄色Ｘ形頭標1個付 黄色 柱形（鉄造） 
 灯 質    群閃黄光 毎20秒に5閃光 
 光達距離   4.5海里 
 灯 高    7.8m 
 備 考    レーダー反射器付設 
 海 図    Ｗ１１４１(ＪＰ共) 
 出 所    五本部交通部 
 

 

★２２年１５５項  阪神港 － 堺泉北区、第２区  護岸築造工事 
 
 
 大浜第１号物揚場付近において、潜水士・起重機船等による護岸築造工事が実施されている。 
 期 間  平成22年3月31日まで（予備日4月1日～15日）日出～日没 
 区 域  34-35-06N  135-27-50E 付近 
 備 考  作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１１４６(ＪＰ共) 
 出 所  阪神港長 
 

 

★２２年１５６項  阪神港 － 堺泉北区、第６区  水路測量 
 
 
 浜寺航路南方において、水路測量が実施される。 
 期 間  平成22年2月22日～3月5日のうち2日間 日出～日没 
 位 置  下記2地点付近 
                   (1)  34-33.2N  135-23.0E  
                   (2)  34-33.0N  135-22.8E 
 備 考  作業船は白紅白の燕尾旗を掲揚 



 海 図  Ｗ１１１０(ＪＰ共) 
 出 所  五本部海洋情報部 
 

 

★２２年１５７項  阪神港 － 大阪区、第６区及び付近  水路測量 
 
 
 夢洲南西方において、水路測量が実施される。 
 期 間  平成22年3月1日～3月16日のうち4日間 
 区 域  34-36.9N  135-20.7E 付近（付図参照） 
 備 考  作業船は白紅白の燕尾旗を掲揚 
 海 図  Ｗ１２３(ＪＰ共) 
 出 所  五本部海洋情報部 
 

 

★２２年１５８項  阪神港 － 大阪区、第６区  航泊禁止 
 
 
 五管区水路通報21年37号827項関連 
 阪神港大阪区における新島建設工事に伴い、引き続き船舶の航泊が禁止される。 
 期 間  平成22年3月1日～10日 
 区 域  6地点を結んだ線及び陸岸により囲まれる区域 
                   (1)  34-37-39.3N  135-21-31.0E（岸線角） 
                   (2)  34-37-34.8N  135-21-39.1E  
                   (3)  34-37-57.0N  135-22-08.4E  
                   (4)  34-38-25.4N  135-21-37.0E  
                   (5)  34-38-02.2N  135-21-14.7E  
                   (6)  34-37-56.5N  135-21-12.0E（岸線角） 
 備 考  上記区域を黄色灯標(レーダー反射器付、同期点滅)12基で表示 
      航泊禁止区域周辺には、警戒船2隻が配備されている 
 海 図  Ｗ１２３(ＪＰ共) 
 出 所  阪神港長公示大第22-1号(22.2.4) 
 

 

★２２年１５９項  阪神港 － 大阪区、第６区  灯標設置（予告） 
 
 
 阪神港大阪区において、航泊禁止区域明示用の灯標が設置される。 



 １ 予定日    平成22年2月22日（荒天順延） 
   名 称    大阪新島管理区域Ａ灯標 
   位 置    34-37-58N  135-21-11E 
   光達距離   7.0海里 
 ２ 予定日    平成22年2月23日（荒天順延） 
   名 称    大阪新島管理区域Ｂ灯標 
   位 置    34-38-01N  135-21-14E 
   光達距離   5.5海里 
 ３ 予定日    平成22年2月24日（荒天順延） 
   名 称    大阪新島管理区域Ｃ灯標 
   位 置    34-38-06N  135-21-18E 
   光達距離   5.5海里 
 ４ 予定日    平成22年2月24日（荒天順延） 
   名 称    大阪新島管理区域Ｄ灯標 
   位 置    34-38-10N  135-21-23E 
   光達距離   5.5海里 
 ５ 予定日    平成22年2月24日（荒天順延） 
   名 称    大阪新島管理区域Ｅ灯標 
   位 置    34-38-15N  135-21-27E 
   光達距離   5.5海里 
 ６ 予定日    平成22年2月24日（荒天順延） 
   名 称    大阪新島管理区域Ｆ灯標 
   位 置    34-38-20N  135-21-32E 
   光達距離   7.0海里 
 塗色及び構造 黄色Ｘ形頭標1個付 黄色 柱形 
 灯 質    単閃黄光 毎3秒に1閃光 
 灯 高    8.6m 
 備 考    電気ホーン付設（灯を中心として半径700m以内に船舶が近づいた場合吹鳴する） 
        レーダー反射器付設 
 海 図    Ｗ１２３(ＪＰ共) 
 出 所    五本部交通部 
 

 

★２２年１６０項  阪神港 － 大阪区、内港航路及び付近  航行制限 
 
 
 五管区水路通報21年38号851項関連 
 阪神港大阪区における新島建設工事に伴い、船舶の航行等が引き続き制限される。 
 期 間  平成22年3月1日～平成23年3月31日 
 位 置  5地点により囲まれる区域 
                   (1)  34-38-09.0N  135-23-25.0E(赤色灯付浮標)   
                   (2)  34-38-02.4N  135-23-09.0E(大阪第2号灯浮標)  
                   (3)  34-37-19.3N  135-21-58.0E(大阪新島埋立区域南第4号灯浮標) 
                   (4)  34-37-33.0N  135-21-46.0E(緑色灯付浮標) 
                   (5)  34-38-23.9N  135-23-09.8E(大阪第1号灯浮標) 
 制限事項  1)航行制限区域に出入しようとする船舶は、航行制限区域内をその方向に沿って航行す 
        る総トン数５００トンを超える船舶の進路を避けなければならない。 
       2)船舶は、航行制限区域内において、次の場合を除き、投錨し又は曳航している船舶を 
        放してはならない。 
        1 海難を避けようとするとき。 
        2  人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 
        3 港長の許可を受けたとき。 
       3)船舶は、航行制限区域内において、他の船舶と行き会うときは、できる限り右側を航 
        行しなければならない。 
 海 図  Ｗ１２３(ＪＰ共) 
 出 所  阪神港長公示大第22-3号(22.2.4) 
 



 

★２２年１６１項  阪神港付近  灯標設置（予告） 
 
 
 夢洲西方において、灯標が設置される。 
 予定日    平成22年3月1日（荒天順延） 
 名 称    淀川河口沖水質定点自動観測灯標 
 位 置    34-39-41N  135-22-02E 
 塗色及び構造 黄色Ｘ形頭標1個付 黄色 柱形 
 灯 質    群閃黄光 毎20秒に5閃光 
 光達距離   4.5海里 
 灯 高    8.6m 
 備 考    レーダー反射器付設 
        設置作業は潜水士及び起重機船により実施される 
 海 図    Ｗ１２３(ＪＰ共) 
 出 所    五本部交通部、神戸海上保安部 
 

 

★２２年１６２項  阪神港 － 尼崎西宮芦屋区、第２区  水中障害物存在 
 
 
 五管区水路通報21年48号1127項関連 
 最近の測量によれば、甲子園浜において水中障害物（物体：不明）が存在する。 
 位 置  34-42-58.5N  135-20-37.9E（最浅水深：約4.9m） 
 海 図  Ｗ１１０７(ＪＰ共) 
 出 所  五本部海洋情報部 
 

 

★２２年１６３項  阪神港 － 神戸区、第１区  潜水作業 
 
 
 三菱重工業前面海域において、潜水士による調査作業が実施される。 
 期 間  区域１ 平成22年2月22日（予備日23日～26日）0830～日没 
      区域２ 平成22年2月24日（予備日25日～27日）0800～日没 
      区域３ 平成22年2月25日（予備日26日～28日）0800～日没 
 区 域  １  34-39-19N  135-11-09E 付近 
            ２   34-39-22N  135-11-04E 付近 
            ３   34-39-31N  135-11-03E 付近 



 備 考  作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１０１Ａ(ＪＰ共)－Ｗ１０１Ｂ(ＪＰ共) 
 出 所  阪神港長 
 

 

★２２年１６４項  阪神港 － 神戸区、第２区  掘下げ作業等 
 
 
 新港東ふ頭北方において、作業船による掘下げ作業及び水路測量が実施される。 
 期 間  掘下げ作業：平成22年2月22日～3月6日（予備日7日～12日）日出～日没  
      水路測量 ：平成22年3月5日～12日のうち1日間 日出～日没       
 区 域  34-41-32N  135-12-19E 付近      
 備 考  測量中、作業船は白紅白の燕尾旗を掲揚    
 海 図  Ｗ１０１Ａ(ＪＰ共） 
 出 所  阪神港長、五本部海洋情報部 
 

 

★２２年１６５項  阪神港 － 神戸区、第４区  潜水作業 
 
 
 須磨ヨットハーバーにおいて、潜水士等による海底調査が実施される。 
 期 間  平成22年2月22日～3月6日（日曜を除く）日出～日没 
 区 域  34-38-27N  135-07-54E 付近 
 備 考  作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１０１Ｂ(ＪＰ共) 
 出 所  阪神港長 
 

 

★２２年１６６項  阪神港 － 神戸区、第５区  潜水作業 
 
 
 神戸空港周辺において、潜水士による環境調査が実施される。 
 期 間  平成22年3月1日～5日（予備日6日～31日）日出～日没 
 位 置  34-38.5N  135-13.5E 付近（付図参照） 
 備 考  作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１０１Ａ(ＪＰ共)－Ｗ１０１Ｂ（ＪＰ共） 
 出 所  阪神港長 
 



 

★２２年１６７項  阪神港 － 神戸西航路  水中障害物存在 
 
 
 最近の測量によれば、神戸西航路において浅所（ブロック）が存在する。 
 位 置  34-39-16.2N  135-11-22.3E （最浅水深：約11.0m）  
 海 図  Ｗ１０１Ａ(ＪＰ共)－Ｗ１０１Ｂ(ＪＰ共) 
 出 所  五本部海洋情報部 
 

 

★２２年１６８項  阪神港 － 神戸区  起重機船作業 
 
 
 六甲アイランド周辺において、起重機船によるコンテナクレーンの補修作業が実施される。 
 期 間  平成22年2月20日～22日（予備日23日～25日）日出～日没 
 位 置  下記2地点付近 
                   (1)  34-41.0N  135-15.2E  
                   (2)  34-40.8N  135-17.2E  
 備 考  起重機船のアンカーワイヤーの海面下10mの位置を示す黄色灯付浮標が設置される 
      作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１０１Ａ(ＪＰ共) 
 出 所  阪神港長 
 

 

★２２年１６９項  淡路島 － 洲本港  潜水作業 
 
 
 洲本港において、潜水士による港湾施設の調査が実施される。 
 期 間  平成22年2月22日～3月4日（予備日5日～13日）日出～日没 
 区 域  下記2地点付近 
                   (1)  34-20-48N  134-54-03E  
                   (2)  34-20-50N  134-53-57E  
 海 図  Ｗ１１４９(洲本港) 
 出 所  神戸海上保安部 
 



 

★２２年１７０項  姫路港 － 飾磨区、第１区  磁気探査作業 
 
 
 飾磨航路北方において、磁気探査作業が実施される。 
 期 間  平成22年2月23日～26日（予備日2月27日～3月5日）日出～日没 
 区 域  34-46.4N  134-39.3E 付近 
 備 考  探査作業は探査台船を曳航（曳航長50m）し、実施される 
 海 図  Ｗ１３４Ｂ 
 出 所  姫路港長 
 

 

★２２年１７１項  淡路島 － 福良港  護岸改修工事 
 
 
 煙島西方において、潜水士・起重機船等による護岸改修工事が実施されている。 
 期 間  平成22年3月25日まで 日出～日没 
 区 域  34-14-53N  134-42-21E 付近 
 備 考  作業区域内に汚濁防止膜が設置される 
      汚濁防止膜明示用の灯付浮標が設置される 
      作業船のアンカーワイヤーの海面下3.5mの位置を示す黄色浮標が設置される 
      作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１１２(ＪＰ共) 
 出 所  神戸海上保安部 
 

 

★２２年１７２項  四国南岸 － 蒲生田岬付近  浅所存在 
 
 
 五管区水路通報22年6号143項関連 
 最近の測量によれば、蒲生田岬付近において浅所(底質：岩)が存在する。 
 区 域  下記2地点 
                   (1)  33-49-33N  134-45-05E （最浅水深：約13.5m） 
                   (2)  33-49-31N  134-44-37E （最浅水深：約 7.5m） 
 海 図  Ｗ１１０４ 
 出 所  五本部海洋情報部 
 



 

★２２年１７３項  四国南岸 － 須崎港  起重機船作業 
 
 
 大峰岸壁前面において、起重機船による港湾荷役機械の補修作業が実施される。 
 期 間  平成22年3月2日～6日（予備日7日～15日）日出～日没 
 位 置  33-23-54N  133-17-48E 付近 
 備 考  起重機船のアンカーワイヤーの海面下5mの位置を示す黄色浮標が設置される 
      作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１０５(分図「須崎港」共) 
 出 所  高知海上保安部 
 

 

★２２年１７４項  四国南岸 － 宿毛湾港及び付近  掘下げ作業 
 
 
 大島岸壁前面において、起重機船による掘下げ作業が実施される。 
 期 間  平成22年2月20日～4月23日 0830～1700 
 位 置  32-55-00N  132-42-20E 付近 
 備 考  作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１２３７(分図「宿毛湾港」共) 
 出 所  宿毛海上保安署 
 

 

★２２年１７５項  ディファレンシャルGPS局一時業務休止 
 
 
 下記ディファレンシャルGPS局が実施する情報提供業務が一時休止される。 
 期 間  平成22年2月23日1000～1900、24日0900～1900 
      １ 室戸岬ディファレンシャルGPS局(灯台表第1巻 9418)(33-15.1N 134-10.6E) 
        休止業務  土佐沖ノ島灯台、足摺岬灯台、室戸岬灯台、友ヶ島灯台、潮岬灯台及び 
              大王埼灯台における気象情報の提供 
      ２ 江埼ディファレンシャルGPS局 (灯台表第1巻 9419)(34-35.8N 134-59.5E) 
        休止業務  室戸岬灯台、孫埼灯台、地蔵埼灯台、江埼船舶通航信号所、友ヶ島灯台及び 
              潮岬灯台における気象情報の提供 
 出 所  五本部交通部 
 



いかなご漁について

・可能な限り操業時間帯（日出～正午）の通航を避けましょう。
・操業状況等必要な情報を事前に入手（下欄参照）して下さい。
・国際VHF１６ｃｈを常時聴守して下さい。
国際VHFにより大阪湾海上交通センターから緊急情報を提供することがあります。

・ＡＩＳの情報提供を利用してください。
ＡＩＳメッセージで大阪湾海上交通センターから操業漁船の情報を提供します。

・海難を避けるため、やむを得ず航路を外さざるを得ない場合は、大阪湾海上交通セ
ンター に航行方法を速報して下さい。

明石海峡を通航する船舶の皆さんへ

大阪湾海上交通センターへの連絡や情報入手方法
運用管制課への連絡 TEL0799-82-3030､3032
情報課への連絡 TEL0799-82-3048   
インターネット： http://www6.kaiho.mlit.go.jp/osakawan/

携帯電話からアクセスする場合は上記アドレスの最後に /ｍ を付け加えて下さい。

気象情報TELサービス：0799-82-3040
巨大船情報等サービス：0799-82-3043 or 3044
FAXサービス：0799-82-3046（情報番号3♯）
ラジオ放送（中短波）日本語1,651kHz（毎時15～30分、45～00分）

英 語2,019kHz（毎時00～15分、30～45分）

大阪湾・播磨灘では、２月から４月頃にかけて「いかなご漁（２双曳漁）」が盛んになります。

特に日出から正午にかけては、多数の漁船が出漁し、明石海峡では、航路が閉塞されるこ
とがあります。 そのため、海上保安庁では、

・明石海峡航路付近への巡視船艇を増強配備

・大阪湾海上交通センターの当直体制及び情報提供の強化

を行っておりますが、通航する船舶の皆様は、以下に留意して安全な航行に努めてください。

約200m

約100m

網を示すオレ
ンジ色のブイ 漁船とオレンジ色のブイの

間は、航行しないで下さい

漁船の操業構成

大阪湾海上交
通ｾﾝﾀｰ

漁船群

漁船群

漁船群

淡路島

集団操業の状況
左舷側のひき船は赤白赤
の旗を掲げています

右舷側のひき船は緑白緑
の旗を掲げています

潮流



電子海図表示装置 (ECDIS )の表示について

【表示機能の問題点】

現在流通 して い る電子海図表示装置 (ECDIS )の 機 能では 、選択 し
た 表 示 が 基 本 表 示 ( DISPLAY BASE ) 又 は 標 準 表 示 ( STANDARD

DISPLAY )モ ー ド の場合に 、航行に危険な孤立 した浅い水深であって
も表示されず、 また航路計画策定及び航路監視の際 、ア ラーム機能

が動作しないおそれがある 。

【対応方法 】

（ １ ） 航路計画策定の際は 、航路上に危険な水深がないこ と を確認できる

よ う に 、 ECDIS の 表 示 を 「 全 表 示 ( ALL DATA ) モ ー ド 」 又 は 水 深
（ SOUNDINGS )を 表示するモードに設定して使用すること 。

（ ２ ） 航行中に 、安全に設定した計画航路から逸脱する場合は、進行方向

に危険な水深がないこと を確認できるよ うに 、 ECDIS の表示を 「全表

示 (ALL DATA )モ ー ド 」 又は水深 （ SOUNDINGS ） を表示するモー ドに
設定して安全を確認すること 。

（ ３ ）航路計画の自動チェ ック機能に頼らないこと 。

出所 海上保安庁海洋情報部




